令和８年度香川漆芸担い手育成アドバイザー業務仕様書
　
１　委託業務名
　　令和８年度香川漆芸担い手育成アドバイザー業務

２　業務の目的
伝統工芸品の魅力発信等に関する専門的知見を有するアドバイザーを設置し、香川漆芸の技法を習得した若手作家に対して作品のブランディングに関する助言や販売につながるコーディネート等を行うことで、作家活動を支援し、香川漆芸の技法継承につなげる。
　
３　委託期間
　　契約締結日から令和９年３月31日まで

４　業務内容
　(1)アドバイザー業務
①作家のポートフォリオ作成補助・助言
②展示会・公募展募集等に関する情報提供
③展示会やギャラリー等への作家の紹介
④展示会等の出展に係る出品ラインナップや価格設定についての相談対応
⑤作品制作に関する助言
⑥その他、作家活動全般に関する助言
※支援対象作家と月１回以上打ち合わせの機会を設けること。
(2)支援対象作家選定業務
　　 「後記５　支援対象作家」について、選定委員会委員として審査を行う。
　(3)県との打合せ
　　 ２か月に１回程度、活動状況について対面又はオンラインで県と打合せすること。
　(4)実績報告書の提出
　　 業務完了後、遅滞なく業務の成果に関する報告書を提出する。

５　支援対象作家
　　応募にあたり、成果を挙げるためにご自身が支援可能な作家の人数を提示すること。
なお、支援対象作家は、次に掲げる要件を満たす者を応募者から選定委員会による審査を経て決定する。
(1) 香川県漆芸研究所を修了した者。
(2) 令和８年４月１日時点で40歳以下であること。
(3) 漆芸作家として今後も活動を続けていく意思のある者。
(4) 香川漆芸に関する県の支援事業（アートフェア東京やファーストパトロネージュプログラム、首都圏ギャラリーへの出展）に参加した者は除く。


６　その他
　(1)受託者が本業務の実施に関して負担する経費は全て委託料に含む。
(2)仕様書に定めのない事項については県と受託者で協議の上、定めるものとする。
